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令和４年第４回 豊明市農業委員会総会議事録 

 

１ 開会、閉会に関する事項及び日時 

  開会 令和４年４月２０日 午前１０時００分 

  閉会 令和４年４月２０日 午前１０時３５分 

 

２ 出席委員の氏名 

 ＜出席委員＞ 議席番号は抽選による 

深谷 明 石川万里子 野村 寿子 加藤 誠 

加藤 延保 堀井 敏秀 堀田 勝司 平野 普也 

水谷 文和 野村 君枝   

 

 ＜出席農地利用最適化推進委員＞  

三浦 博明 原田 勝行 石川 和孝 渡邉 昭男 

石川 英治 近藤 賢三   

 

３ 会議に付した議案の件名及び会議の次第 

 

 ＜議案の件名＞ 

議案第１６号 農地法第３条の規定による農地等の所有権移転許可申請の件 別紙１件 

議案第１７号 農地法第４条の規定による農地転用許可申請の件 別紙１件 

議案第１８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づく農用地利

用集積計画承認の件 

別紙１２件 

報告第１０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の件 別紙１件 

報告第１１号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出の件 別紙４件 

報告第１２号 農地法第１８条の規定による農地解約通知の件 別紙６件 
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＜議事の次第＞ 

  午前１０時００分、議長席に会長が着席し開会を宣す。 

 

議 長 ただいまより、令和４年第４回豊明市農業委員会総会を開催いたします。例

によって会期は本日中としてよろしいか。 

  

  異議なしの声あり 

  

議 長 ご異議ないようですので、会期は本日中とします。議事録署名者は、議長の

指名でよろしいでしょうか。 

  

 異議なしの声あり 

  

議 長 議事録署名者は９番委員と１０番委員にお願いします。それでは、議案に入

ります。議案第１６号を上程します。事務局の説明を求めます。 

  

事務局 議案第１６号ついて説明します。農地法第３条の規定による農地等の所有権

移転許可申請の件です。 

譲渡理由は体調が優れず営農が困難になったため、譲受理由は栽培環境

を向上し、規模拡大を図るためです。 

申請地は沓掛町坊主山１０２番、１０４番、登記地目、現況地目はすべて畑、

面積は合計１，４３４㎡です。 

申請地の現況については、４月４日に現地確認を行ったところ、雑木が生い

茂り山林化していましたが、今後、開拓し畑として整備するとのことです。 

譲受人の他の所有農地につきまして、沓掛町徳田池下２０番は田として管理

されており、沓掛町坊主山３９番４０、９１番、沓掛町松本３７番１３、４２番３５、沓

掛町池ノ内４５番２、４５番３、４６番１、４７番は畑として管理されていました。 

以上のとおり営農計画書のとおり今後も適正に管理されることを鑑みて、申

請について事務局としては許可相当と判断します。 

  

議 長 事務局より説明がありましたが、地区担当委員の２番委員の意見を求めま

す。 

  

２番委員 ４月１１日に１０番委員と農地利用最適化推進委員で申請地および所有農地

の現地確認を行いました。申請地は山林化していますが徐々に伐採が進んで

おり耕起に向けての作業が進んでいます。譲受人の所有農地も適切に耕作さ

れており、許可相当と判断します。 

  

議 長 同じく地区担当委員の１０番委員の意見を求めます。 
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１０番委員 ２番委員の説明のとおり許可相当と判断します。 

  

議 長 同じく農地利用最適化推進委員３番委員の意見を求めます。 

  

最３番委員 ２番委員、１０番委員の説明のとおり許可相当と判断します。 

  

議 長 他の委員の意見を求めます。 

  

 異議なしの声あり 

  

議 長 それでは採決します。議案第１６号に賛成の方の挙手を求めます。 

  

 挙手多数 

  

議 長 議案第１６号は可決といたします。引き続きまして、議案第１７号を上程しま

す。事務局の説明を求めます。 

  

事務局 議案第１７号について説明します。農地法第４条の規定による農地転用許可

申請の件です。 

転用目的は自己用住宅です。 

申請者は、今回申請地南側隣接地の店舗併用住宅にて住んでおります。こ

の店舗併用住宅は平成１３年に新築され、その後業務拡大の必要に迫られ３

度の増築を行っており、現在居住スペースがほぼない過密かつ狭小な状況と

なっております。そのためやむを得ない自己用住宅の新築をするため申請に

至りました。 

申請地は間米町敷田１２７１番２９１、１２７１番３７２、１２７１番３７３、１２７１番３

７４、登記地目はすべて畑、現況地目は雑種地、畑、面積は合計４９８㎡です。 

申請地は図面中央の囲んだ所で、豊明市役所から北西に約２ｋｍに位置し

ます。 

次に農地区分について説明します。申請地は街区に占める宅地の割合が４

０％を超えている区域にある農地で、第３種農地に該当します。そのため原則

許可できます。 

申請地の現況については、４月４日に現地確認を行ったところ、申請地は間

米町敷田１２７１番３７４は野菜が作付けされている状態でしたが、間米町敷田１

２７１番２９１、１２７１番３７２、１２７１番３７３は既に砂利敷きの通路として整備さ

れていたため、このことについて申請者に対して始末書の添付を求めます。 

土地造成は整地のみです。既設土留や側溝により周辺への土、水の流出を

防止します。汚水等排水は浄化槽により処理し、雨水と集水して道路側溝へ放
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流します。 

以上の理由から周辺農地への営農条件に支障を生ずる恐れは無いと見込

まれます。また転用に際して、万一周辺農地に被害を及ぼした場合は申請者

にて責任を持って対処する旨の誓約書の添付もあるため、申請について事務

局としては許可相当と判断します。 

  

議 長 事務局より説明がありましたが、地区担当委員の８番委員の意見を求めま

す。 

  

８番委員 ４月９日に１１番委員と農地利用最適化推進委員で申請地の現地確認を行

いました。事務局の説明のとおり始末書の提出を条件として、許可相当と判断

します。 

  

議 長 同じく地区担当委員の１１番委員の意見を求めます。 

  

１１番委員 ８番委員の説明のとおり許可相当と判断します。 

  

議 長 同じく農地利用最適化推進委員６番委員の意見を求めます。 

  

最６番委員 ８番委員、１１番委員の説明のとおり許可相当と判断します。 

  

議 長 他の委員の意見を求めます。 

  

１番委員 現時点で始末書が提出されていない状況で良いのか。 

  

事務局 県への進達の際には必ず添付するようにしています。 

  

議 長 始末書の宛先はどこになるのか。 

  

事務局 許可権者である愛知県知事あてになります。 

  

議 長 他の委員の意見を求めます。 

  

 意見なし 

  

議 長 それでは採決します。議案第１７号に賛成の方の挙手を求めます。 

  

 挙手多数 
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議 長 議案第１７号は可決といたします。引き続きまして、議案第１８号を上程しま

す。事務局の説明を求めます。 

  

事務局 議案第１８号について説明します。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項

の規定に基づく農用地利用集積計画承認の件です。 

豊明アグリサービスの新規申請が７件、個人の新規申請が５件です。 

なお１２番案件については令和４年１月案件において農地法第３条により所

有権移転が許可された農地に当たりますが、申請理由が道路用地として失っ

た農地の代替地の確保であったことから、利用権の是非について愛知県農業

会議に確認したところ、①収容などによる代替地であること、②利用権を受ける

ものが大規模経営を行っていること、以上２点を備えていれば農地の利用集約

の観点から問題ないとの回答をいただきました。本案件はこの要件を満たして

いるため、利用権設定は問題ないと思われます。 

以上こちらのご審議をお願いします。 

  

議 長 事務局より説明がありましたが、こちらの申請の意見を求めます。 

  

３番委員  １２番案件の申出者は世帯内贈与により後継者にほぼ毎年農地を譲渡して

いますが、その場合は利用権設定は解約しなければならないか。 

  

事務局 今回は収容による農地取得からの利用権設定ということである意味特例的な

ものであり、世帯内贈与の場合は利用権設定の解約が必要である旨の説明を

本人に念押しさせていただきました。 

  

議 長 今回のような記録は事務局として残しておく必要があると思うが、問題ない

か。 

  

事務局  記録として残しておきます。 

  

議 長 他の委員の意見を求めます。 

  

 意見なし 

  

議 長 それでは採決します。議案第１８号に賛成の方の挙手を求めます。 

  

 挙手多数 

  

議 長 議案第１８号は可決といたします。引き続きまして、報告第１０号、第１１号、

第１２号について報告願います。 
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事務局 報告第１０号、第１１号、第１２号について説明 

  

議 長 以上のとおり、報告第１０号、第１１号、第１２号は専決事項として事務局で受

理しています。 

  

議 長 それでは、本日の議案は全て終了しましたので、これをもちまして閉会いた

します （時に午前１０時３５分）。 

 


